
証券コード：6822

第101期
定時株主総会
招集ご通知

日時

場所

2025年6月26日（木曜日）　午前10時

横浜市港北区菊名七丁目3番16号
当社本店会議室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照下さい。）

決議事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
第１号議案

第２号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

第３号議案
補欠の監査等委員である取締役3名選任の件

第４号議案
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収
への対応方針）継続の件



株主の皆様へ

　株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高
配を賜り厚く御礼を申し上げます。
　大井電気グループは「豊かな自然環境の保護・存続を
使命とし、技術革新に努め、生産活動を通じて、広く社
会に貢献する。」という経営理念のもと、「独自の技術
力をもって世の中に貢献する」ことをビジョンとする中
期計画＜2023－2025＞を策定し、2025年度以降の飛
躍に向けた準備期間という位置づけで、収益力・財務基
盤の維持、強化に取り組んでいます。
　計画の２年目にあたる第101期（2024年度）におきま
しては、情報通信機器製造販売事業及びネットワーク工
事保守事業の両セグメントともに概ね順調に推移し、売
上高については計画比＋7.5％、営業利益については計画
比＋169.8％とともに中期計画を達成しました。
　2025年度は、情報通信機器製造販売セグメントにおい
て、低圧向けの第２世代スマートメーター向け通信機器
の導入が開始されることから、その準備に万全を期すと
ともに、更なる飛躍に向けて、選択と集中、生産体制の
構築、生産性の向上、人的資源の最大化・最適化という
諸施策に引き続き取り組んでまいります。
　社会の安全・安心を支えるインフラ分野で、技術力、
高信頼性、柔軟でスピーディな対応力を強みとし、その
実力を高めて、お客様・社会の役に立ち続けて行く所存
であります。また、その結果として中長期的に利益成長
を図り、ROE８％以上と従業員の処遇改善を両立し継続
的に達成すべく取り組んでまいりますので、ご理解、ご
支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長
石田　甲
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（証券コード6822）
2025年６月11日

株　主　各　位
横浜市港北区菊名七丁目３番16号
大 井 電 気 株 式 会 社
代表取締役社長 石 田 　 甲

当社ウェブサイト
https://corporate.ooi.co.jp/ir/stock/meeting/

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第101期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第101期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申
し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第101期定時株主
総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご
確認下さいますようお願い申し上げます。

　また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイ
トにも掲載しておりますので、以下よりご確認下さい。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「大井電気」又は
「コード」に当社証券コード「6822」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情
報」を順に選択して「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認下
さい。）

　お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、４頁から５頁のご案内に従って書面又は電磁
的方法（インターネット）により、2025年６月25日（水曜日）午後５時15分までに議決権を
ご行使下さいますようお願い申し上げます。

敬　具
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１. 日　　時 2025年６月26日（木曜日）午前10時
２. 場　　所 横浜市港北区菊名七丁目３番16号

当社本店会議室（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照下さい。）
３. 会議の目的事項

報告事項１. 第101期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告、連結計算
書類の内容報告並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報
告の件

２. 第101期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類の内容報告
の件

決議事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）継続の件

４．招集にあたっての決定事項

 

記

(１) 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基
づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成する
に際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
② 事業報告の「株式会社の支配に関する基本方針」
③ 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
④ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

(２) 書面（郵送）とインターネットの両方で重複して議決権を行使された場合は、インターネ
ットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。また、インターネット
により複数回、議決権を行使された場合は、最後の議決権行使を有効なものとしてお取り
扱いいたします。

(３) ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛
の表示があったものとして取り扱います。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに

その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使して下さいますようお願い申
し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出下さい。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函下さい。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力下さい。

日　時 行使期限 行使期限

2025年6月26日（木曜日）
午前10時（受付開始:午前9時半）

2025年6月25日（水曜日）
午後5時15分到着分まで

2025年6月25日（水曜日）
午後5時15分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。

こちらに各議案の賛否をご記入ください。
第１号・第２号・第３号議案
⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

⃝ 一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第４号議案
⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

書面（郵送）とインターネットの両方で重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱い
いたします。また、インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後の議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワー
ド」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

１

いし

石
 

　
だ

田
 

　
 

　
 

　
こう

甲
（1963年６月18日生）

    1987年    4 月 ㈱三和銀行入行
    1997年    7 月 当社入社
    1999年    6 月 当社取締役経営管理本部長付
    2003年    4 月 当社取締役第１事業部大阪支社長
    2004年    5 月 当社取締役事業本部大阪支社長
    2007年    7 月 当社取締役第三営業本部長
    2012年    4 月 当社取締役管理統轄副統轄兼経営管理第二本

部長
    2013年    6 月 当社常務取締役
    2014年    4 月 当社取締役社長（現任）

80,375株

（取締役候補者とした理由及び期待される役割）
金融機関での勤務を経て営業部門の責任者を務めたこと、取締役社長として当社グループ経営を牽引
してきたことによる豊富な経験と実績を活かすことにより、取締役会の業務執行決定機能及び監督機
能に係る実効性の確保・向上が期待されるため、引続き取締役として選任をお願いするものでありま
す。

株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において
同じ。）全員（5名）が任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いするもので
あります。なお、本議案は取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会での審議を経てお
ります。
取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る
当社株式の数

２

おか

岡
 

　
もと

本
 

　
かず

和
 

　
ひさ

久
（1966年10月１日生）

    1987年    4 月 当社入社
    2007年    7 月 当社システムエンジニアリング本部通信伝送

システム部次長
    2008年    4 月 当社ＳＥセンター長
    2012年    4 月 当社営業統轄ＳＥセンター長
    2015年    4 月 当社水沢製作所長
    2017年    4 月 当社執行役員水沢製作所長
    2022年    6 月 当社取締役ＳＥ本部長
    2023年    4 月 当社取締役ＳＥ本部長兼仙台研究開発センタ

ー長
    2024年    4 月 当社取締役ＳＥ本部長
    2025年    4 月 当社常務取締役（現任）

5,259株

（取締役候補者とした理由及び期待される役割）
ＳＥ本部長・製作所長として、営業及び技術の分野における責任者を務めたことによる豊富な経験と
実績を活かすことにより、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上が期
待されるため、引続き取締役として選任をお願いするものであります。

３

に

仁
 

　
い

井
 

　
かつ

克
 

　
み

己
（1961年９月27日生）

    1985年    4 月 東京電力㈱入社
    2009年    7 月 同社電子通信部通信企画グループマネージャー
    2012年    10月 同社電子通信部長代理
    2013年    6 月 同社江東支社長
    2017年    7 月 当社第一営業本部長付
    2019年    4 月 当社営業統括副統括
    2019年    6 月 当社取締役営業統括副統括
    2020年    4 月 当社取締役経営管理本部長（現任）

3,623株

（取締役候補者とした理由及び期待される役割）
電力会社における電子通信部門、支社長勤務を経て、営業部門責任者を務めたことによる豊富な経験
と実績を活かすことにより、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上が
期待されるため、引続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る
当社株式の数

４

さ

佐
 

　
とう

藤
 

　
ひろ

啓
 

　
ゆき

之
(1964年8月22日生)

    1987年    4 月 三菱電機（株）入社
    2016年    4 月 同社関西支社通信システム部長
    2018年    4 月 同社関西支社通信システム部長兼中部支社通

信システム部長
    2020年    4 月 当社出向、第二営業本部長付
    2022年    4 月 当社第二営業本部本部長付
    2023年    4 月 当社第二営業本部副本部長
    2024年    6 月 当社取締役営業統括兼第二営業本部長（現

任）

1,322株

（取締役候補者とした理由及び期待される役割）
総合電機メーカーにおける通信システム部門での勤務を経て、営業部門責任者を務めたことによる豊
富な経験と実績を活かすことにより、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確
保・向上が期待されるため、引続き取締役として選任をお願いするものであります。

５
※

ち

千
 

　
ば

葉
 

　
ひろ

浩
 

　
かつ

勝
(1965年10月6日生)

1984年    4 月 大井電子（株）入社
2010年    4 月 当社水沢製作所品質管理部次長
2012年    4 月 当社水沢製作所製造部次長兼同部工作技術グ

ループマネージャー
2013年    4 月 当社水沢製作所製造部長
2016年    4 月 当社水沢製作所副所長
2024年    4 月 当社生産本部長
2025年    4 月 当社水沢製作所長（現任）

0株

（取締役候補者とした理由及び期待される役割）
製造部門長、製作所長として生産・技術部門の責任者を務めたことによる、特に生産分野専門知識と
豊富な経験を活かすことにより、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向
上が期待されるため、取締役として選任をお願いするものであります。

（注）1. 上記各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. ※印は、新任の取締役候補者であります。
3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結してお

り、被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求等に起因して被保険者が被る
損害を補償することとしており、上記各候補者の選任が承認された場合、各候補者は被保険者に含ま
れることとなります。なお、保険料は当社が全額負担しております。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

１
※

せり

芹
 

　
た

田
 

　
けい

圭
 

　
じ

司
（1965年５月２日生）

    1989年    4 月 当社入社
    2010年    4 月 当社水沢製作所ソフトウェア品質改善プロジ

ェクトグループマネージャー
    2012年    4 月 当社水沢製作所品質保証部開発プロセス管理

グループマネージャー
    2016年    4 月 当社品質保証推進部品質保証推進グループマ

ネージャー
    2023年    4 月 当社監査室長兼監査等委員会付
    2025年    4 月 当社監査部（現任）

900株

（監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割）
芹田圭司氏を監査等委員である取締役候補者とした理由は、技術・品質部門を経験し、監査室長を務
めたことによる豊富な経験と実績を活かしていただくためであり、取締役会の業務執行決定機能及び
監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。

２

やす

安
 

　
い

井
 

　
ひろ

宏
 

　
き

樹
（1965年３月18日生）

    1987年    4 月 三菱信託銀行㈱　入社
    2005年    10月 三菱UFJ信託銀行㈱　企業金融部

業務グループ主任調査役
    2009年    6 月 同社コンプライアンス統括部

統括マネージャー
    2014年    4 月 同社監査室長
    2018年    6 月 エム・ユー・トラストアップルプランニング

出向（取締役総務部長）
    2021年    4 月 同社顧問
    2021年    6 月 当社監査等委員である取締役（現任）

1,742株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）
安井宏樹氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、金融機関における責任者を務めたこ
とによる豊富な経験と実績から、広範かつ高度な視野で提言いただくためであり、取締役会の業務執
行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。

第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員（3名）が任期満了となりますの
で、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

３

もと

本
 

　
むら

村
 

　
 

　
 

　
たけし

健
（1970年８月22日生）

    1997年    4 月 岩田合同法律事務所山根室入室（現任）
    2003年    10月 Steptoe ＆ Johnson LLP

ワシントン・オフィス勤務
    2015年    4 月 最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）
    2016年    6 月 株式会社データ・アプリケーション

社外取締役（現任）
    2017年    4 月 HITOWAホールディングス株式会社

社外取締役
    2017年    11月 アルテリア・ネットワークス株式会社

社外監査役
    2018年    6 月 当社社外監査役
    2023年    6 月 当社監査等委員である取締役（現任）
    2023年    6 月 学校法人大妻学院　社外理事（現任）
    2023年    12月 テクセンドフォトマスク株式会社

社外監査役（現任）

1,902株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）
本村健氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての法律に関する高い見識
に基づき、広範かつ高度な視野で提言いただくためであり、過去に社外役員となること以外の方法で
直接会社経営に関与した経験はありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判
断したためであります。また、当社の社外監査役を務めたことによる経験から、当社の業務執行決定
機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。

（注）1. 当社は、本村健氏が所属している岩田合同法律事務所との間に顧問契約を締結しております。その他
の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. ※印は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
3. 安井宏樹氏及び本村健氏は社外取締役候補者であります。
4. 安井宏樹氏及び本村健氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしてお

り、就任された場合には独立役員として届け出る予定であります。なお、当社は、本村健氏が所属す
る岩田合同法律事務所との間で顧問契約を締結しておりますが、その取引額は2025年3月期で、
1000万円未満であり、これは当社及び岩田合同法律事務所双方の売上高のそれぞれ1％未満であるた
め、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえて策定した当社の社外役員の独立性判断基準に照ら
して、同氏の社外取締役としての独立性に影響を与えないと考えております。

5. 社外役員に就任してからの年数について、安井宏樹氏及び本村健氏は、現に当社の社外取締役であ
り、在任期間は本総会終結の時をもって安井宏樹氏が４年、本村健氏が２年になります。

6. 当社は、安井宏樹氏及び本村健氏との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、本総会において両氏が再任された場合には、本契約
を継続する予定であります。当該契約の賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

7. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結してお
り、被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求等に起因して被保険者が被る
損害を補償することとしており、上記各候補者が監査等委員である取締役に就任した場合、各候補者
は被保険者に含まれることとなります。なお、保険料は当社が全額負担しております。
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取締役
属性

企業経営
経営戦略

技 術
研究開発 営 業 製 造

品 質
法 務
コンプライアンス
リスク管理

財 務
会 計

IT
DX

人 事
人材開発

ESG
サステナビリティ

石田　甲 〇 〇 〇 〇 〇 〇

岡本　和久 〇 〇 〇 〇 〇

仁井　克己 〇 〇 〇 〇 〇 〇

佐藤　啓之 ○ ○ 〇 〇

千葉　浩勝 〇 〇 〇 〇

取締役
属性

企業経営
経営戦略

技 術
研究開発 営 業 製 造

品 質
法 務
コンプライアンス
リスク管理

財 務
会 計

IT
DX

人 事
人材開発

ESG
サステナビリティ

芹田　圭司 〇 ○ 〇 〇 ○

安井　宏樹 〇 〇 〇

本村　健 〇 〇 〇

（ご参考）株主総会後の取締役会のスキルマトリックス
取締役（監査等委員である取締役を除く。）

監査等委員である取締役

（注）一覧表は各自が有する全ての知見や経験を表すものではありません。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

１

ふじ

藤　
い

井
 

　
まさ

正　
と

人
（1961年6月3日生）

    1984年    4 月 当社入社
    2012年    4 月 当社技術・生産統轄水沢製作所品質保証部長
    2017年    4 月 当社監査室副室長
    2017年    6 月 当社監査室長兼監査役付
    2021年    4 月 当社監査室副室長
    2021年    6 月 当社監査等委員である取締役（2025年６月

26日退任）

1,858株

（補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割）
藤井正人氏を補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由は、監査等委員である取締役に就任し
た際、当社監査役としての経験を踏まえ、監査に関する豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高
度な視野で経営につき提言いただくためであり、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実
効性の確保・向上を期待しております。

第３号議案 補欠の監査等委員である取締役３名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等
委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであり、藤井正人氏は監査等委員であ
る取締役芹田圭司氏の補欠者、杉本武史氏は監査等委員である社外取締役安井宏樹氏の補
欠者、三浦繁樹氏は監査等委員である社外取締役本村健氏の補欠者であります。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

２

すぎ

杉
 

　
もと

本
 

　
たけ

武
 

　
し

史
（1962年１月３日生）

    1985年    4 月 東洋信託銀行㈱入行
    2003年    10月 UFJ信託銀行㈱証券業務部営業企画ライン次長
    2007年    6 月 三菱UFJ信託銀行㈱大宮支店長
    2013年    6 月 三菱UFJ信託銀行㈱執行役員

横浜駅西口支店長
    2018年    6 月 三菱UFJトラスト保証㈱取締役社長
    2022年    4 月 三菱UFJトラスト保証㈱取締役会長
    2025年    4 月 三菱UFJトラスト保証㈱顧問（現任）

0株

（補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）
杉本武史氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、監査等委員である社外取締役
に就任した際、金融機関における豊富な経験・見識のみならず、取締役としての経験から、広範かつ
高度な視野で経営につき提言いただくためであり、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る
実効性の確保・向上を期待しております。

３

み

三
 

　
うら

浦
 

　
しげ

繁　
き

樹
（1971年６月24日生）

    1999年    4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
児玉・齋藤法律事務所入所

    2003年    3 月 半蔵門総合法律事務所パートナー（現任）
    2014年    4 月 第一東京弁護士会常議員会副議長
    2015年    4 月 最高裁判所司法研修所教官
    2020年    4 月 第一東京弁護士会副会長

0株

（補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）
三浦繁樹氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、監査等委員である社外取締役
に就任した際、弁護士としての法律に関する高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で経営につき提
言いただくためであり、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上が期待
されるためであります。
なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、
上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（注）1. 上記各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 杉本武史氏及び三浦繁樹氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 杉本武史氏及び三浦繁樹氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、両氏との間において、会

社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予
定であります。

4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結してお
り、被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求等に起因して被保険者が被る
損害を補償することとしており、上記各候補者が監査等委員である取締役に就任した場合、各候補者
は被保険者に含まれることとなります。なお、保険料は当社が全額負担しております。
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第４号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）継続の件
当社は、2016年５月25日開催の当社取締役会において、株主の皆様のご承認を得ること
を条件に、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入し、
2016年６月28日開催の第92期定時株主総会において、株主の皆様にご承認をいただい
た後、2019年６月26日開催の第95期定時株主総会、2022年６月29日開催の第98期定
時株主総会において、これを一部修正し、継続することをご承認をいただいております。
（以下、当該継続後の買収防衛策を「現プラン」といいます。）

現プランの有効期間は本定時株主総会終結の時までであることから、当社では、株主共同
の利益及び企業価値の維持・向上の観点から、継続の是非も含めそのあり方について検討
してまいりました。その結果、情勢の変化や機関投資家の動向等を踏まえ、株主の皆様の
ご承認を得ることを条件として、継続することを決定したものであります。（以下、当該
継続後の買収への対応方針を「本プラン」といいます。）
つきましては、現プランに一部軽微な文言の整理等所要の変更を加え、継続することの株
主の皆様にご承認をお願いするものであります。なお、本プランの有効期間は、本定時株
主総会において株主の皆様にご承認いただけた場合には、ご承認をいただけた時から、
2028年６月開催の当社定時株主総会終結の時までといたします。

記
Ⅰ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由
な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの
企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否
定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは
株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
　ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保
ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の
利益を損なう虞のあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないも
の、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されない
ものもありえます。
　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務とし
て、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉な
どを行う必要があると考えています。

Ⅱ. 基本方針の実現に資する特別な取り組み
　当社は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることによ
って、株主、投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、今般決定い
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たしました上記Ⅰの基本方針の実現に資する特別な取り組みとして、以下の施策を実施し
ております。
　この取り組みは、下記１．に記載の当社の企業価値の源泉を十分に理解した上で策定さ
れており、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に向上させるべく
十分に検討されたものであります。従って、上記Ⅰの基本方針に沿うものであり、当社株
主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするもので
もありません。
１. 当社の企業価値の源泉

　当社は、1950年（昭和25年）に搬送装置（送電線を利用した多重化装置）を中心と
した通信機器の製造販売を目的として設立して以来、電力会社の保安通信網に対応した
情報伝送、監視装置等を納入するなど、社会インフラに不可欠な伝送装置・多重化装
置・監視制御装置などの情報通信機器の開発（ハード・ソフト）、製造、販売、保守を
続けてまいりました。今後とも、当社は「情報・通信技術を通じて人々の生活の安全・
安心・便利と地球環境の未来に貢献する」という方針の下、社会インフラ向けの情報通
信機器及び関連サービスを提供する企業グループとして、社会の安定発展に貢献し、企
業価値の向上を目指すことで、持続的成長を目指してまいります。
　当社の企業価値の確保・向上を目指すうえで、当社企業価値の源泉は以下に掲げる要
素にあるものと考えております。
①　技術力

　当社の70年以上にわたる歴史の中で、情報通信の高度化、高速化、高品質化、大
容量化等に対応し、各種の情報通信技術（アナログ信号処理、デジタル信号処理、信
号変換、多重、IP、無線他）を幅広く自社で開発し、蓄積したネットワーク技術や研
究成果を活かして、お客様のニーズに合わせた最適な通信インフラ環境の提供を行う
ことができます。

②　有力顧客との信頼関係、対応力
　常に顧客満足度を追求し、顧客優先の精神に徹することをモットーとし、国内主要
電力会社（通信部門）を中心に社会インフラ事業を営む通信キャリア、官公庁、鉄道
会社等にむけ、長期にわたり取引を継続してまいりました。その導入実績による案件
対応力（スピード・客先ニーズの理解力等のノウハウ）や幅広く蓄積してきた情報通
信技術を活かし、当該顧客の更新案件や新規案件の引き合いに継続的に参画できる状
況にあります。加えて、今後発展が想定されるIoT関連事業における通信機器等に関
しても、こうした実績を踏まえ、参入機会があります。

③　販売から技術、製造、保守までの一貫体制
　当社グループは、製品開発（ハード・ソフト）から製造、アフターサービスまで一
貫した体制を構築しており、総合的に取りまとめたシステム提案ができるとともに、
社会インフラである公共的事業の性質から高度な品質確保と併せ、一旦納入した製品
でも相当長期にわたる保守・アフターサービス継続の観点を重視されるお客様にも、
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顧客満足を提供することができます。
２. 企業価値の向上に資する取り組み

　当社グループの属する情報通信機器業界は、第５世代移動通信システム（５Ｇ）ネ
ットワーク構築に向けた設備投資需要は一段落を迎えたものの、これを活用したサー
ビスの普及によるトラフィックの増大、データセンター需要の拡大に伴う大容量・高
速化、防災・減災システムの需要等により、ネットワーク設備の増強が進んで、全体
としては、今後も緩やかに需要が拡大するものと見込んでおります。このような状況
に加え、企業のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）投資のさらなる進展や、
製造業拠点の国内回帰よってＩＴを活用した設備投資、地球温暖化等の環境課題、労
働人口の減少等の社会課題の解決を通じたＳＤＧｓの達成に向けたデジタル技術の活
用が進展することが期待され、当社の参入の機会が見込まれます。
　一方で情報通信技術の発展に伴う技術の更なる高度化、情報通信機器のコモディテ
ィ化が進展しており、これに対応するためには技術力及び製品付加価値の継続的な向
上が必須であります。通信機器・通信インフラの提供のみに留まらず、通信の高速大
容量化、高付加価値化（低遅延、多数同時接続、低消費電力、低コスト等）需要に応
えるとともに、ＡＩによるデータの処理、蓄積した情報とクラウドサービスを組み合
わせたサービスやソリューションの提供といったサービス面での付加価値向上に挑戦
することが求められております。加えて、物価や為替相場の影響によるエネルギー・
原材料価格の高騰等により、今後も部材調達コストを中心とする製造コストの高止ま
りが想定されます。
　当社グループといたしましては、こうした環境変化に対応して、安定的な収益基盤
の構築を図り、成長分野に向け、引続き以下の具体的施策の展開を推進してまいりま
す。

①　収益性の維持・拡大及び成長性の追求
当社グループは、電力会社・官公庁等の事業の関係から下半期に売上計上が集中し、
また、顧客の調達方針の変化等が業績に与える影響も大きいことから、収益規模変動
に柔軟に対応できる経営体質を確保してまいります。具体的には、生産性向上の推進
や事業性を吟味した設備投資、原価低減に資する生産・調達方式の検討・実践、その
ために必要な資金調達手段の確保等に取組んでまいります。また、製造コストの高止
まりへの対応として、調達レジリエンスの強化や販売価格への転嫁を継続し推進して
まいります。
各セグメントの事業戦略は以下のとおりです。
ア．情報通信機器製造販売

　情報通信機器製造販売においては、2025年以降電力会社において第２世代スマ
ートメーターの導入が開始されることから、関連事業の拡大が見込まれます。当社
は、スマートメーター導入の黎明期より通信機能の製造及び販売を行ってきた実績
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とノウハウを有しており、第２世代スマートメーターにおいてもその経験を活かし
て、関連事業の更なるシェア拡大を目指すとともに、ガス・水道向けスマートメー
ター関連事業への参入拡大に取り組んでまいります。また、基幹事業である電力・
鉄道・官公庁・通信キャリア等の社会インフラ向け情報通信機器については、５Ｇ
用インフラ等に向けた光波長多重伝送装置（ＯＴＮ－ＰＦ(*)）事業における実績と
経験をもとに、情報利活用の多様化・高度化による需要拡大に対応した情報伝送速
度の高速化・高度化や関連周辺市場の需要開拓、顧客開拓を進めてまいります。
　これらの事業に加えて、情報通信機器の製造販売のみならず、情報通信機器を利
活用することによって実現するサービスに対応したソフトウェア開発事業に果敢に
挑戦してまいります。
* Optical Transport Network

イ．ネットワーク工事保守
　ネットワーク工事保守業界においては、５Ｇ基地局の設置拡大が一巡した需要状
況を踏まえ、実績とノウハウを有する防災・減災・国土強靭化に必要な通信インフ
ラの敷設・整備等の公共工事を中心とした事業への参入拡大や新規顧客の開拓、ネ
ットワーク機器販売を伴う工事案件の獲得に取り組んでまいります。安全確保を前
提に、既存事業の着実な展開に加え、品質調査から設計・工事・保守までを一気通
貫に行える技術・要員・体制の整備をさらに進め、事業領域の拡大・利益成長に取
組んでまいります。

②　特長ある製品の拡充
　新たな強い事業の創出に向けては、通信のことなら大凡理解できるといった自社の
強みを活かし、市場分析を踏まえた事業方針、製品・事業・開発戦略等の連動した展
開を図り、中長期を睨んだ事業・製品・顧客開拓について戦略的に展開してまいりま
す。

③　企業価値向上に向けた取り組み
　コア技術や将来方向を見据えた人的資源の配置と人材育成に努めるとともに、コン
プライアンス、環境等の社会的責任課題に対して、全体最適の観点から企業価値向上
に取り組んでまいります。
　当社は、以上のような取り組みを通じてより確かな経営基盤を築き、一層積極的な
事業展開に挑戦し続けてまいります。その活動の継続こそが企業価値を向上させるこ
とにつながり、株主共同の利益の確保に資するものであると考えております。

３. コーポレート・ガバナンスについて
　当社は、継続的な成長を図り、投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼
を高めることを目的に、事業活動の変化に迅速かつ的確に対応できる執行体制を確立
し、透明性の高い経営を行うため、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めてお
ります。
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　当社は、会社業務に精通した監査等委員でない社内取締役及びこれを監視・監督する
社外取締役を中心とした監査等委員である取締役で構成される取締役会による経営が当
社の業態や事業規模に適していると判断し、監査等委員会設置会社の形態によるコーポ
レート・ガバナンス体制を採用しております。経営の監視体制を整え透明性を確保する
ため、監査等委員である取締役３名の内２名を社外取締役としており、社外取締役２名
を独立役員として指定しております。取締役会において重要事項の意思決定並びに各取
締役の職務執行の監督を行うほか、代表取締役が適正かつ効率的な業務執行を行うた
め、取締役、本部長、関連部長をメンバーとする経営会議を月に２回開催し、重要事項
の審議及び決定事項の進捗フォロー等を行っております。当社の監査等委員である取締
役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、業務・財産状況を調査する等の方
法で、他の取締役の職務執行の監査を行っております。
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Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される
ことを防止するための取り組み

１. 本プラン導入の目的
　14頁Ⅰに記載の基本方針のとおり、当社株式の売買は原則として市場における株主
及び投資家の皆様の自由な判断に委ねるべきものであると考えており、本プランは、当
社の企業価値及び株主共同の利益に資する大規模買付行為を否定するものではありませ
ん。
　本プランは、あくまで当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるこ
とを目的として、14頁Ⅰに記載の基本方針に沿って導入するものであり、当社株式等
の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切
な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとす
る者との交渉の機会を確保するための対応策であります。

２. 本プランの内容
　本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守す
べきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大
規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これ
らを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当
社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。
　また、本プランでは、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排
除し、取締役会の判断及び対応の客観性、合理性を確保するための機関として独立委員
会を設置し、発動の是非について当社取締役会への勧告を行う仕組みとしています。独
立委員会は、独立委員会規定（概要については29頁をご参照下さい。）に従い、当社
社外取締役、又は社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会
計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣から
独立した者のみから構成されるものとします。本プラン導入当初における独立委員会の
委員には、30頁に記載の３氏が就任する予定です。
　なお、2025年３月31日現在における当社大株主の状況は、39頁記載の「会社の株
式に関する事項」のとおりであり、当社は現時点において当社株式等の大規模買付行為
に係る提案を受けている事実はございません。
(1) 本プランに係る手続き

①　対象となる大規模買付け等
　本プランは以下の(ⅰ)から(ⅲ)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似す
る行為（ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下、
「大規模買付け等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。大規模買
付け等を行い、又は行おうとする者（以下、「買付者等」といいます。）は、予め
本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。
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(ⅰ) 当社が発行者である株式等[1]について、保有者[2]の株式等保有割合[3]が
20％以上となる買付け

(ⅱ) 当社が発行者である株式等[4]について、公開買付け[5]に係る株式等の株式等
所有割合[6]及びその特別関係者[7]の株式等所有割合の合計が20％以上となる
公開買付け

(ⅲ) 当社が発行者である株式等に関する買付者等が、当社の他の株主との間で当該
他の株主が当該買付者等の共同保有者[8]に該当することとなる行為を行うこ
とにより、当該買付者等の株式等保有割合が20％以上となるような行為[9]

②　意向表明書の当社への事前提出
　買付者等におきましては、大規模買付け等の実行に先立ち、当社取締役会に対し
て、当該買付者等が大規模買付け等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨
の誓約文言等を記載した書面（以下、「意向表明書」といいます。）を当社の定め
る書式により日本語で提出していただきます。
　具体的には、意向表明書には、以下の事項を記載していただきます。
(ⅰ) 買付者等の概要

(イ) 氏名又は名称及び住所又は所在地
(ロ) 代表者の役職及び氏名
(ハ) 会社等の目的及び事業の内容
(ニ) 大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位10名）の概要
(ホ) 国内連絡先
(ヘ) 設立準拠法

１ 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとします。
なお、本プランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。）があった場
合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法
令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものとします。

２ 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じと
します。

３ 金融商品取引法第27条の23第４項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下同じとします。
４ 金融商品取引法第27条の２第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下(ⅱ)において同じとします。
５ 金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。以下同じとします。
６ 金融商品取引法第27条の２第８項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下同じとします。
７ 金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の

者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。以下同じとします。
８ 金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会

が認めた者を含みます。以下同じとします。
９ 当該大量買付者が当該他の株主との間で行う株式等の取得もしくは譲渡または当社の株主としての議決権その他の権利の行使に関

する合意その他金融商品取引法第27条の23第５項及び同条第６項にかかる共同保有者に該当することとなる行為の一切をいいま
す。
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(ⅱ) 買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び意向表明書提出前60日間に
おける買付者等の当社の株式等の取引状況

(ⅲ) 買付者等が提案する大規模買付け等の概要（買付者等が大規模買付け等により
取得を予定する当社の株式等の種類及び数、並びに大規模買付け等の目的（支
配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買付け等の後の
当社の株式等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等[10]その他の目的があ
る場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記
載していただきます。）を含みます。）

③　本必要情報の提供
　上記②の意向表明書をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以
下の手順に従い、当社に対して、大規模買付け等に対する株主及び投資家の皆様の
ご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報（以下、
「本必要情報」といいます。）を日本語で提供していただきます。
　まず、当社は、買付者等に対して、意向表明書を提出していただいた日から10
営業日[11]（初日不算入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した情報
リストを上記②(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、情報
リストに従って十分な情報を当社に提出していただきます。
　また、情報リストに従い買付者等から提供された情報では、大規模買付け等の内
容及び態様等に照らして、株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評
価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当
社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。
　なお、大規模買付け等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情
報は、原則として情報リストの一部に含まれるものとします。
(ⅰ) 買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は各

組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、
事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みます。）

(ⅱ) 大規模買付け等の目的（意向表明書において開示していただいた目的の詳
細）、方法及び内容（経営参画の意思の有無、大規模買付け等の対価の種類及
び金額、大規模買付け等の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式等の
数及び買付け等を行った後における株式等所有割合、大規模買付け等の方法の
適法性を含みます。）

10 金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８の２第１項、及び株券等の大量保有の状況の開示に関する
内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。

11 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下同じとします。
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(ⅲ) 大規模買付け等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた
数値情報及び大規模買付け等に係る一連の取引により生じることが予想される
シナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者
の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含
みます。）

(ⅳ) 大規模買付け等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）
の具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。）

(ⅴ) 大規模買付け等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡
がある場合はその内容及び当該第三者の概要

(ⅵ) 買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契
約、売買の予約その他の重要な契約又は取決め（以下、「担保契約等」といい
ます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象とな
っている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

(ⅶ) 買付者等が大規模買付け等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契
約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合
意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該合
意の具体的内容

(ⅷ) 大規模買付け等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資
本政策及び配当政策

(ⅸ) 大規模買付け等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域
社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針

(ⅹ) 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

　なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付け等の提案がなされた事実につ
いては適切に開示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及
び投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、速やかに
開示いたします。
　また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認
めた場合には、その旨を買付者等に通知（以下、「情報提供完了通知」といいま
す。）するとともに、その旨を速やかに開示いたします。

④　取締役会評価期間の設定等
　当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規
模買付け等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の期間を、当社取締役
会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下、「取締
役会評価期間」といいます。）として設定し、速やかに開示いたします。
(ⅰ) 対価を現金（円価）のみとする当社全株式等を対象とした公開買付けの場合に

は最大60日間
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(ⅱ) その他の大規模買付け等の場合には最大90日間
　ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が合理
的に必要な事由があると認める場合に限り、延長できるものとします。（延長の
期間は最大30日間とします。）その場合は、延長期間及び当該延長期間が必要
とされる具体的理由を買付者等に通知するとともに、株主及び投資家の皆様に開
示いたします。

　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等
の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当
社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買
付け等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通
じて、大規模買付け等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買
付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたしま
す。
　また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付け等に関する条件・方法につ
いて交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示す
ることもあります。

⑤　対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
　独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検
討、交渉、意見形成及び代替案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役
会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。その際、独立
委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになさ
れることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う
経営陣から独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイ
ザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言
を得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下
の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実と
その概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたし
ます。
(ⅰ) 買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しない場合

　独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しなかった場合、
当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告する場合があります。

(ⅱ) 買付者等が本プランに規定する手続きを遵守した場合
　独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守した場合には、原
則として、当社取締役会に対して対抗措置の発動を行わないよう勧告します。
　ただし、本プランに規定する手続きが遵守されている場合であっても、以下
(イ)～(ヌ)に掲げる事由により、当該買付け等が当社の企業価値・株主共同の利
益を著しく損なうものであると認められかつ対抗措置の発動が相当と判断される
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場合には、例外的措置として、対抗措置の発動を勧告する場合があります。
(イ) 買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価を

つり上げて高値で当社の株式等を当社又は当社関係者に引取らせる目的で当
社の株式等の取得を行っている又は行おうとしている者（いわゆるグリーン
メイラー）であると判断される場合

(ロ) 当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上
必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社
又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社等に移転
する目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

(ハ) 当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買
付者等又はそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的
で、当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

(ニ) 当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当
面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分さ
せ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいは一時的高配当
による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高価売抜けをする目的で
当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

(ホ) 買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収
（最初の買付けで当社の株式等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階
目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株
式等の買付け等を行うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会又
は自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式等の売却を強要する虞が
あると判断される場合

(ヘ) 買付者等の提案する当社の株式等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当
該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容（当該取得の時期及び方法を
含みます。）、違法性の有無並びに実現可能性等を含むがこれらに限られま
せん。）が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不適切なものであ
ると判断される場合

(ト) 買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、企業価値の源泉
である顧客、従業員その他の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価
値・株主共同の利益の著しい毀損が予想されるなど、当社の企業価値・株主
共同の利益の確保又は向上を著しく妨げる虞があると判断される場合

(チ) 買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企
業価値との比較において、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の
企業価値に比べ、著しく劣後すると判断される場合

(リ) 買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると
判断される場合
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(ヌ) その他(イ)から(リ)までに準じる場合で、当社の企業価値・株主共同の利益
を著しく損なうと判断される場合

⑥　取締役会の決議
　当社取締役会は、上記⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、
当該勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点か
ら、速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。
　当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であ
るか不発動であるかを問わず、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断す
る事項について、速やかに開示いたします。

⑦　対抗措置発動の停止
　当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後に
おいても、(ⅰ)買付者等が大規模買付け等を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動
するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価
値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと考
えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置発動の停止の決議を行
うものとします。
　また、独立委員会が対抗措置発動停の停止を当社取締役会に勧告した場合には、
当社取締役会は、対抗措置発動の停止の決議を行うものとします。当社取締役会
は、上記決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する
事項について、速やかに開示いたします。

⑧　大規模買付け等の開始
　買付者等は、本プランに規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において
対抗措置の発動又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付け等を開始すること
はできないものとします。

(2) 本プランにおける対抗措置の具体的内容
　当社取締役会が上記(1)⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置は、新株予約権
（以下、「本新株予約権」といいます。）の無償割当てとします。
　本新株予約権の無償割当ての概要は、31頁記載の「新株予約権無償割当ての概
要」のとおりとします。
　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(1)⑦
に記載のとおり、対抗措置発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置
として当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等
が大規模買付け等を中止し、当社取締役会が上記(1)⑦に記載の決議を行った場合に
は、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日まで
においては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発
生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株
予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとしま
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す。
(3) 本プランの有効期間、廃止及び変更

　本プランの有効期間は、本定時株主総会において承認が得られた場合には、当該承
認決議の時から2028年６月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。
　ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変
更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更
又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成され
る取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で
廃止されるものとします。
　なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品
取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更に伴う
形式的な変更が必要と判断した場合は、随時、独立委員会の承認を得た上で、本プラ
ンを修正し、又は変更することができるものとします。他方、当社取締役会が、本プ
ランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更を行う場合に
は、改めて直近で開催される株主総会に付議し株主の皆様のご承認をいただくことと
いたします。
　当社は、本プランが廃止され又は本プランの内容について当社株主の皆様に実質的
な影響を与えるような変更が行われた場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変更
の場合には）変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、速やかに開
示いたします。

３. 本プランの合理性
　本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主
共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価
値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性
確保の原則）を充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年６月30日に公表した
「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、経済産業省が2023年8月31
日に発表した「企業買収における行動指針」に十分配慮したものとなっています。
(1) 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則

　本プランは、上記１．に記載のとおり、当社株式等に対する大規模買付け等がなさ
れる際に、当該大規模買付け等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるい
は当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様の
ために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主
共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

(2) 事前開示・株主意思の原則
　本プランは、本定時株主総会において株主の皆様のご承認を得た上で導入するもの
です。また、上記２．(3)に記載したとおり、本定時株主総会においてご承認いただ
いた後も、その後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた
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場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまし
て、本プランの導入及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとな
っています。

(3) 必要性・相当性確保の原則
①　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示の徹底

　当社は、上記２．に記載のとおり、本プランに基づく大規模買付け等への対抗措
置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観
性及び合理性を確保することを目的として独立委員会を設置し、当社取締役会は、
対抗措置の発動又は不発動の決議に際して独立委員会の勧告を最大限尊重いたしま
す。
　また、当社は、独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開
示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明
な運営が行われる仕組みを確保しています。

②　合理的な客観的発動要件の設定
　本プランは、上記２．に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足され
なければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を
防止するための仕組みを確保しています。

③　デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
　上記２．(3)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役
で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされておりま
す。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数
を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。
　また、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は１年であり、
期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役
会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間
を要する買収防衛策）でもありません。

４. 株主及び投資家の皆様への影響等
(1) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　本プランの導入時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プラ
ンがその導入時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対し
て直接具体的な影響を与えることはありません。
　なお、上記２．(1)に記載のとおり、買付者等が本プランを遵守するか否か等によ
り当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様に
おかれましては、買付者等の動向にご注意下さい。

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響
　当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合に
は、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保
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有する株式１株につき本新株予約権１個を上限とした割合で、本新株予約権が無償に
て割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時において
も、株主の皆様が保有する当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じるものの保有す
る当社株式全体の価値の希釈化は生じず、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権
利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
　ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権
利又は経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。
　なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、
上記２．(1)⑦に記載の手続き等に従い、対抗措置発動の停止を決定した場合には、
当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無
償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実
施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有する
当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式１株
当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主及び投資家
の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意下さい。
　また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使
又は取得に際して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定され
ますが、この場合であっても、買付者等以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法
的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりませ
ん。

(3) 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続き
　本新株予約権の割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当
該新株予約権の無償割当ての効力発生日において当然に新株予約権者となるため、申
込みの手続きは不要です。
　また、当社が取得条項を付した新株予約権の取得の手続きをとる場合には、買付者
等以外の株主の皆様におかれましては、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込む
ことなく、当社による新株予約権取得の対価として当社株式を受領することになるた
め、当該新株予約権に関する払込み等の手続きは不要となります。
　以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法、株式の交付方法
等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行わ
れた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則
に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該開示又は通知の内容をご
確認下さい。
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独立委員会規定の概要
１. 独立委員会は、当社取締役会の決議により、大規模買付け等への対抗措置の発動等

に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理
性を確保することを目的として、設置される。

２. 独立委員会委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、
(1)当社社外取締役、(2)社外有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護
士、公認会計士、若しくは学識経験者又はこれらに準じる者）のいずれかに該当す
る者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任される。なお、当社は、独立委員
会委員との間で、善管注意義務及び秘密保持義務に関する規定を含む契約を締結す
る。

３. 独立委員会の委員の任期は、選任の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の日又は別途当該独立委員会委員と当社が合意
した日までとする。ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこ
の限りではなく、当社社外取締役であった独立委員が社外取締役でなくなった場合
には、委員としての任期も同時に終了するものとする。

４. 独立委員会は、当社代表取締役又は各独立委員会委員が招集する。
５. 独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定される。
６. 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員全員が出席し、その過半数をも

ってこれを行う。ただし、独立委員会委員のいずれかに事故があるときその他特段
の事由があるときは、当該独立委員会委員を除く独立委員会委員全員が出席し、そ
の過半数をもってこれを行う。

７. 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について審議の上決議し、その決議内
容を、理由を付して当社取締役会に対して勧告する。

(1) 本プランに係る対抗措置の発動の是非
(2) 本プランに係る対抗措置発動の停止
(3) 本プランの廃止及び変更
(4) その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項

各独立委員会委員は、独立委員会における審議及び決議においては、専ら当社の
企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自
己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。

８. 独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、従業員その他必要と認める者を出席
させ、独立委員会が求める事項に関する意見又は説明を求めることができる。

９. 独立委員会は、その職務の遂行に当たり、当社の費用で、当社の業務執行を行う経
営陣から独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザ
ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）から助言を得
ることができる。
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氏名 略歴

たか

髙
 

　
はら

原
 

　
たつ

達
 

　
ひろ

広

    1996年    4 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
TMI総合法律事務所入所

    1999年    3 月 ニューヨーク州弁護士登録
    2003年    1 月 TMI総合法律事務所パートナー
    2010年    4 月 中央大学法科大学院兼任講師
    2016年    1 月 東京大学協創プラットフォーム株式会社社外監査役
    2021年    4 月 中央大学法科大学院客員教授

み

三
 

　
うら

浦
 

　
しげ

繁
 

　
き

樹

    1999年    4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
児玉・齋藤法律事務所入所

    2003年    3 月 半蔵門総合法律事務所パートナー
    2014年    4 月 第一東京弁護士会常議員会副議長
    2015年    4 月 最高裁判所司法研修所教官
    2020年    4 月 第一東京弁護士会副会長

やす

安
 

　
い

井
 

　
ひろ

宏
 

　
き

樹

    1987年    4 月 三菱信託銀行株式会社入行
    2005年    10月 三菱UFJ信託銀行株式会社企業金融部業務グループ主任調査役
    2009年    6 月 同社コンプライアンス統括部統括マネージャー
    2014年    4 月 同社監査室長
    2018年    6 月 エム・ユー・トラストアップルプランニング出向

（取締役総務部長）
    2021年    4 月 同社顧問
    2021年    6 月 当社取締役（監査等委員）

独立委員会委員の略歴

※　各氏と当社との間において、特別な利害関係はございません。
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新株予約権無償割当ての概要
１. 本新株予約権の割当総数

本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以
下、「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）において当社取締役会が別途
定める一定の日（以下、「割当て期日」といいます。）における当社の最終の発行
済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を除きます。）
（と同数）を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別
途定める数とします。

２. 割当対象株主
割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その保有する当社普
通株式（ただし、同時点において、当社の有する当社株式を除きます。）１株につ
き１個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定
める割合で本新株予約権の無償割当てをします。

３. 本新株予約権の無償割当ての効力発生日
本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

４. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当た
りの目的である株式の数（以下、「対象株式数」といいます。）は、１株を上限と
して当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。
ただし、当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うもの
とします。

５. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際
して出資される財産の当社普通株式１株当たりの金額は１円以上で当社取締役会が
本新株予約権無償割当て決議において別途定める額とします。

６. 本新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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７. 本新株予約権の行使条件
(1)特定大量保有者[12]、(2)特定大量保有者の共同保有者、(3)特定大量買付者
[13]、(4)特定大量買付者の特別関係者、若しくは(5)これら(1)から(4)までの者か
ら本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受け若しくは承継した者、
又は、(6)これら(1)から(5)までに該当する者の関連者[14]（これらの者を総称し
て、以下、「非適格者」といいます。）は、本新株予約権を行使することができな
いものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権
無償割当て決議において別途定めるものとします。

８. 当社による本新株予約権の取得
当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が保有する本新
株予約権を取得し、これと引換えに本新株予約権１個につき対象株式数の当社普通
株式を交付することができるものとします。なお、本新株予約権の取得条件の詳細
については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

９. 対抗措置発動の停止等の場合の無償取得
当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決
議において当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無
償にて取得することができるものとします。

10. 本新株予約権の行使期間等
本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約
権無償割当て決議において別途定めるものとします。

以　上
12 当社が発行者である株式等の保有者で、当該株式等に係る株式等保有割合が20％以上である者、又は、これに該当することとな

ると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利
益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当
しないこととします。

13 公開買付けによって当社が発行者である株式等（金融商品取引法第27条の２第１項に規定される株券等を意味するものとしま
す。以下本注において同じとします。）の買付け等（金融商品取引法第27条の２第１項に定義される買付け等をいいます。以下
本注において同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準じるものとして
金融商品取引法施行令第７条第１項に定めるものを含みます。）に係る株式等の株式等所有割合がその者の特別関係者の株式等所
有割合と合計して20％以上となる者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者
が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約
権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。

14 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者（当社取締役会が
これらに該当すると認めた者を含みます。）、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお
「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に定義される場合
をいいます。）をいいます。
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事　  業　  報　  告
（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、経済活動の持ち直し傾向の継続、これに伴う企
業の賃上げや部品調達環境の改善、インバウンド需要の拡大等を背景に、緩やかな回復基
調が継続しました。しかしながら、米国の新政権による新たな外交・経済政策の影響や長
期化する地政学リスク、価格転嫁や不安定な為替の影響に伴う原材料価格の高騰等によ
り、景気先行き感は依然として不透明な状況が継続しております。
　当社グループをとりまく市場動向につきましては、第５世代移動通信システム（5G）
ネットワーク構築に向けた設備投資需要は一段落を迎え、今後はこれを活用したサービス
の普及によるトラフィックの増大、データセンター需要の拡大に伴う大容量・高速化、防
災・減災システムの需要等により、ネットワーク設備の増強が進み、全体としては、今後
も緩やかに需要が拡大するものと見込んでおります。このような状況に加え、企業の
DX（デジタルトランスフォーメーション）投資のさらなる加速や、ＩＴを活用した設備
投資、地球温暖化や労働人口の減少等の課題解決を通じたSDGsの達成に向けたデジタル
技術の進展が期待され、当社の事業機会が見込まれております。
　このような状況下、当社グループにおいては、2025年度を最終年度とする中期経営計
画における重点施策として、事業の選択と集中による収益力の強化、業務プロセスの効率
化による原価改善の取り組み、代替部品の利用を可能とする製品開発推進等を含む調達レ
ジリエンスの強化、社員のスキルアップやスキルに応じた人事評価制度の再構築等の諸施
策に継続的に取り組んでおります。
　当連結会計年度の売上高につきましては、情報通信機器製造販売が増加した結果、290
億46百万円（前期比3.3％増）となりました。損益につきましては、情報通信機器製造販
売において、売上高増加に伴う利益の増加、開発リソースを第2世代スマートメーター関
連機器開発等に重点シフトしたことによる開発費の抑制、原価率が改善したことにより、
営業利益は14億84百万円（前期比61.5％増）、経常利益は14億29百万円（前期比
70.2％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は10億49百万円（前期比38.2％増）とな
りました。
［情報通信機器製造販売］
　電力スマートメーター向け通信機器を中心としたIoT関連装置事業の売上が増加したた
め、売上高は168億９百万円（前期比8.6％増）となりました。セグメント損益につきま
しては、売上高の増加及びコスト増分の販売価格への転嫁、原価率低減の推進等により８
億55百万円の利益（前期比92.8％増）となりました。
［ネットワーク工事保守］
　通信線路工事・保守事業の売上が増加したものの、通信機器工事・保守事業の売上が減
少したため、売上高は122億36百万円（前期比3.1％減）となりました。セグメント損益
につきましては、売上が減少したものの、価格の見直しやコスト削減の推進等により、６
億円の利益（前期比36.8％増）となりました。
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(2) 設備投資及び資金調達の状況
　当連結会計年度中に実施した設備投資は８億21百万円であり、その主なものは、機器
の生産増強のための設備や新製品開発用の試験装置等であります。なお、増資や社債発行
等による特別な資金調達は行っておりません。

期　別
区　分

第98期
（2022年３月期）

第99期
（2023年３月期）

第100期
（2024年３月期）

第101期
（2025年３月期）

売 　 　 上 　 　 高 ( 千 円 ) 24,735,568 22,926,723 28,117,680 29,046,192
営業利益又は損失 (△) (千円) △819,018 △466,650 919,006 1,484,454
経常利益又は損失 (△) (千円) △794,971 △439,531 839,864 1,429,563
親会社株主に帰属する当期純利益
又 は 損 失  ( △ )  ( 千 円 ) △1,023,544 △811,863 759,509 1,049,930

１ 株 当 た り
当期純利益又は損失 (△) (円) △788.03 △624.04 583.30 800.83

総　　 資 　　産(千円) 21,796,174 21,633,296 23,881,958 23,649,963
純　　 資 　　産(千円) 7,405,199 6,584,651 7,993,479 8,888,635

(3) 財産及び損益の状況

＜第98期＞
　売上高につきましては、世界的な部材不足及びこれに伴う極度の需給逼迫の影響を受け
た部材調達の遅れ等により、情報通信機器製造販売が減少いたしました。損益につきまし
ては、部材調達に起因する売上の減少、部材価格の上昇等による原価率の悪化により、過
年度より大幅に減少する結果となりました。
＜第99期＞
　売上高につきましては、部材調達問題に起因する生産への影響が長期化しており、生産
に必要な一部主要部材確保が出来なかったこと等により生産活動が停滞した結果、情報通
信機器製造が減少いたしました。損益につきましては、部材調達問題に起因する売上の減
少があったものの、コスト見直し施策等の実施により損失額が減少いたしました。
＜第100期＞
　売上高につきましては、情報通信機器製造販売及びネットワーク工事保守事業が共に堅
調に推移いたしました。損益につきましても、売上の増加やコスト削減により増加してお
ります。
＜第101期＞
　「１．企業集団の現況に関する事項（1）事業の経過及び成果」に記載しております。
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(4) 対処すべき課題
　当社グループの属する情報通信機器業界は、第5世代移動通信システム（５G）に代表
される新たな情報通信ニーズ、増大する通信トラヒックへの対応として通信インフラへの
設備投資が拡大基調にあること、IoT技術の利用による未開拓分野への情報通信技術の適
用拡大を背景に、情報通信機器市場のより一層の拡大が期待されています。加えて企業の
DX（デジタルトランスフォーメーション）投資の進展や、SDGs達成のためのデジタル
技術の活用などが情報通信設備の需要を後押ししております。
　一方で情報通信技術の発展に伴う技術の更なる高度化、情報通信機器のコモディティ化
が進展しており、これに対応するためには技術力及び製品付加価値の継続的な向上が必須
であります。また、物価や為替相場の影響によるエネルギー価格、原材料価格の高騰等に
より、今後も部材調達コストを中心とする製造コストの高止まりが見込まれます。
　当社グループといたしましては、こうした環境変化に対応して、安定的な収益基盤の構
築を図り、成長分野に向け、引続き以下の具体的施策の展開を推進してまいります。

① 経営戦略
　当社グループは、大井電気㈱及びオオイテクノ㈱が主に情報通信機器製造販売事業を、
日本フィールド・エンジニアリング㈱及び日本テクニカル・サービス㈱が主にネットワー
ク工事保守事業を営んでおります。各社の自立経営を基本としつつ、グループ間でのシナ
ジーを発揮することで、グループ全体での事業規模・利益拡大を図ってまいります。
　各セグメントの経営戦略は以下のとおりです。
（情報通信機器製造販売）
　情報通信機器業界においては、2025年以降電力会社において第２世代スマートメータ
ーの導入が開始されることから、関連事業の拡大が見込まれます。当社は、スマートメー
ター導入の黎明期より通信機能の製造及び販売を行ってきた実績とノウハウを有してお
り、第２世代スマートメーターにおいてもその経験を活かして、関連事業の更なるシェア
拡大を目指すとともに、ガス・水道向けスマートメーター関連事業への参入拡大に取り組
んでまいります。また、基幹事業である電力・鉄道・官公庁・通信キャリア等の社会イン
フラ向け情報通信機器については、５Ｇ用インフラ等に向けた光波長多重伝送装置（ＯＴ
Ｎ－ＰＦ(*)）事業における実績と経験をもとに、情報利活用の多様化・高度化による需要
拡大に対応した情報伝送速度の高速化・高度化や関連周辺市場の需要開拓、顧客開拓を進
めてまいります。
　これらの事業に加えて、情報通信機器の製造販売のみならず、情報通信機器を利活用す
ることによって実現するサービスに対応したソフトウェア開発事業に果敢に挑戦してまい
ります。

＊ Optical Transport Network
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（ネットワーク工事保守）
　ネットワーク工事保守業界においては、防災・減災・国土強靭化に必要な通信インフラ
の敷設・整備に関する事業機会が見込まれるものの、一方で価格競争は近年益々激化する
傾向にあり、価格対応力の強化が大きな課題となっております。
　こうした厳しい環境下でありますが、長年培ってきた、保守・工事におけるノウハウ・
技術力を生かし、また価格対応力を強化することで、着実に事業規模の拡大・利益成長を
目指して取り組んでまいります。

② 経営体質の強化
　当社グループは、電力会社・官公庁等の事業の関係から下半期に売上計上が集中し、ま
た、顧客の調達方針の変化等が業績に与える影響も大きいことから、生産性向上活動の推
進や事業性を吟味した設備投資など、収益規模変動に柔軟に対応できる経営体質を確保し
てまいります。また、製造コストの高止まりへの対応として、調達レジリエンスの強化や
販売価格への転嫁交渉を継続して推進してまいります。

③ 企業価値向上に向けた取り組み
　コア技術や将来方向を見据えた人的資源の配置と人材育成に努めるとともに、コンプラ
イアンス、環境等の社会的責任課題に対して、全体最適の観点から企業価値向上に取り組
んでまいります。

会 社 名 資　本　金 当　社　の
議決権比率 主 な 事 業 内 容

日本フィールド・エン
ジニアリング株式会社 75,000千円 53.18％ 電子通信施設、給電施設の工事、通信線路工事

及び保守受託業務
日 本 テ ク ニ カ ル ・
サ ー ビ ス 株 式 会 社 50,000千円 100％ 各種電子機器及び通信機器の据付工事並びに保

守受託業務及び販売

オオイテクノ株式会社 20,000千円 100%
(25％)

各種通信機器・電子機器のソフトウェアの開
発、設計及び販売

株式会社エヌ・エフ・サービス 10,000千円 53.18%
(53.18％) 電子通信施設、給電施設の工事・保守受託業務

(5) 重要な親会社及び子会社の状況
① 重要な子会社の状況

（注）議決権比率の(　)内の数値は、間接保有による議決権比率であります。

② 事業年度末日における特定完全子会社の状況
　特定完全子会社に該当する子会社はありません。
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区 分 主 な 製 品

情 報 通 信 機 器 製 造 販 売 光伝送システム、セキュリティ・監視システム、リモート計測・センシングシ
ステム、無線応用システムの関連機器

ネ ッ ト ワ ー ク 工 事 保 守 通信設備、光ネットワーク、ＣＡＴＶ等の工事・保守

(6) 主要な事業内容（2025年３月31日現在）
　当社グループは、以下の製品の製造、販売並びに工事・保守受託業務等を主な事業内容
としております。

当 社 本 社 横浜市港北区菊名七丁目３番16号
当 社 支 社 ５支社（札幌市・仙台市・吹田市・広島市・福岡市）
当 社 工 場 水沢製作所（奥州市）
当 社 研 究 所 仙台研究開発センター（仙台市）
子 会 社 日本フィールド・エンジニアリング㈱　国内10拠点

日本テクニカル・サービス㈱　国内11拠点
オオイテクノ㈱　国内２拠点
㈱エヌ・エフ・サービス　国内１拠点

(7) 主要な事業所、工場及び研究所（2025年３月31日現在）
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セグメントの名称 従業員数 前期末比増減

情報通信機器製造販売 466名 14名減

ネットワーク工事保守 482名 21名減

合　　　　　　計 948名 35名減

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 令 平均勤続年数

男　　　　子 356名 10名減 46.8才 20.9年

女　　　　子 55名 １名増 47.4才 21.0年

合計又は平均 411名 ９名減 46.9才 20.9年

(8) 従業員の状況（2025年３月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

② 当社の従業員の状況

借 入 先 名 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,753,014千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,478,000千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 700,000千円

株 式 会 社 岩 手 銀 行 527,340千円

株 式 会 社 横 浜 銀 行 520,000千円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 300,000千円

(9) 主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

(10) 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使に関する方針
　当社は、中長期的な企業価値の向上を基本目標としつつ、利益配分については、当期の
業績及び今後の業績動向、将来への成長投資、財務体質の強化を総合的に勘案し、中長期
的な株主利益の向上を図ることを基本方針としております。
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(1) 発行可能株式総数 5,480,000株
(2) 発 行 済 株 式 総 数 1,470,000株（自己株式 155,037株）
(3) 株 主 数 1,031名
(4) 大 株 主 の 状 況

株　　 主 　　名 持　　株　　数 持 株 比 率

三 菱 電 機 株 式 会 社 247千株 18.80％

石 田 　 甲 80千株 6.11％

楽 天 証 券 株 式 会 社 52千株 4.02%

島 根 良 明 48千株 3.67%

株 式 会 社 S B I 証 券 41千株 3.18%

K M  マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社 40千株 3.11％

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 30千株 2.28％

大 井 電 気 従 業 員 持 株 会 29千株 2.24％

一 般 財 団 法 人 石 田 實 記 念 財 団 22千株 1.69%

高 石 文 夫 20千株 1.55%

株式数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役を除く） 9,888株 5名

取締役（監査等委員） 2,470株 3名

２．会社の株式に関する事項（2025年３月31日現在）

（注）持株比率は、自己株式（155,037株）を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
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地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 重要な兼職先と
当社との関係

取 締 役 社 長
( 代 表 取 締 役 ) 石 田 　 甲 日本フィールド・エンジニアリング㈱　取締役会長 子会社

取 締 役 仁 井 克 己 経営管理本部長
取 締 役 岡 本 和 久 SE本部長
取 締 役 菅 野 新 智 水沢製作所長
取 締 役 佐 藤 啓 之 営業統括兼第二営業本部長
取 締 役
(常勤監査等委員) 藤 井 正 人

取 締 役
(常勤監査等委員) 安 井 宏 樹 日本テクニカル・サービス㈱　監査役 子会社

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 本 村 健

岩田合同法律事務所パートナー
株式会社データ・アプリケーション社外取締役監査等委員
学校法人大妻学院　社外理事
テクセンドフォトマスク株式会社　社外監査役

重要な取引関係
なし

３．会社役員に関する事項
(1) 取締役の状況（2025年３月31日現在）

（注）1. 監査等委員である取締役の安井宏樹氏及び本村健氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であ
ります。当社は、両氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、2023年６月、同取引所
に届け出ております。

2. 監査等委員である取締役の安井宏樹氏は金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する
相当程度の知見を有しております。

(2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との
間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金、争訟費用等を当該保険契約によ
り填補することとしております。ただし、法令違反であることを認識しながら行った行為
等に起因する対象事由等、一定の免責事由があります。
　当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役（監査等委員を含む。）であり、
当社が保険料の全額を負担しております。

(3) 常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由
　当社は、監査等委員の調査・監査機能を強化し、取締役（監査等委員である取締役を除
く。）からの情報収集及び重要な社内会議における状況共有並びに内部監査部門と監査等
委員会との十分な連携を可能とするため、藤井正人氏及び安井宏樹氏を常勤の監査等委員
として選任しております。
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(4) 当事業年度に係る取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
　当社の役員報酬は、持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の
役員が果たすべき役割を最大限発揮するためのインセンティブ及び当該役割発揮に対する
対価として機能することを目的とし、取締役が担う短期・中長期の経営責務に対するバラ
ンスを備えたインセンティブ制度の構築を図ることを、報酬決定に関する基本方針として
います。
　具体的には、取締役報酬は、業績に連動しない金銭報酬として毎月定額で支払う基本報
酬と、業績に連動する報酬として短期業績に連動する金銭報酬である賞与及び中長期的な
株主価値に連動する非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬から構成されております。
　報酬限度額は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締
役において、それぞれ別に株主総会の決議により決定されており、その各限度額の範囲内
において取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬は取締役会（含代表取締役一
任）において、監査等委員である取締役報酬は監査等委員である取締役の協議に基づき、
総額及び各人への配分を決定しています。
　当社は、当該決定方針の決定について、取締役会の決議によることとしており、当事業
年度におきましては2022年４月27日開催の取締役会において決議しました方針に基づき
役員報酬を決定しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2021年６月24日
開催の第97期定時株主総会において年額１億10百万円以内と決議しております（使用人
兼務取締役の使用人分に属する給与及び賞与は含まない。）。当該定時株主総会終結時点
の取締役員数は５名です。
　当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の非金銭報酬である譲渡制限付株式報
酬の付与のために支給する債権の総額は、2021年６月24日開催の第97期定時株主総会
において年額36百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役
（監査等委員を除く。）員数は５名です。
　当社監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2021年６月24日開催の第97期定時
株主総会において年額46百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の
監査等委員である取締役の員数は３名です。
　当社監査等委員である取締役の非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の付与のために支
給する債権の総額は、2022年６月29日開催の第98期定時株主総会において年額720万
円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数
は３名です。
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役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く。） 35,934 22,140 － 13,794 ６
監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

27,407
(16,444)

24,000
(14,400) － 3,407

(2,044)
３
(２)

③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　取締役会は、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬のうち、基本報酬、
賞与及び譲渡制限付株式報酬についての決定を代表取締役社長石田甲に委任しておりま
す。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、迅速な意思決定を
行うためには、代表取締役社長である石田甲に委任することが最も適していると判断した
ためであります。
　なお、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長石田甲は指名・報酬委員会の
答申を踏まえて個人別の報酬等の額を決定するものとしております。

④ 取締役の報酬等の総額等

⑤ 業績連動報酬等に関する事項
　当社は、取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持
続的向上を図るため、取締役に対して業績連動報酬等として賞与及び譲渡制限付株式報酬
を支給しております。
　賞与は、責任の明確化を図るため取締役の任期が１年となっていることに鑑みて、単年
度の会社業績及び担当職位毎に設定した目標達成度を指標とし、当該事業年度の連結業績
（売上高、営業利益、純利益等を総合的に勘案）に連動して取締役会で決定しています。
業績指標として、単年度の会社業績及び担当職位毎に設定した目標達成度を選定した理由
は、事業年度の業績を端的に評価するとともに、取締役が中長期的に果たすべき職責を表
すために適切であると判断したためであります。
　毎期の連結業績評価の検討、審議を取締役会で行う際には、指名・報酬委員会の答申を
踏まえ、相当と思われる額を取締役会及び監査等委員会にて決定しております。
　当事業年度を含む売上高、営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の推移は、
１.（3）財産及び損益の状況に記載のとおりです。
　譲渡制限付株式報酬は、交付時期を退任時とした株式報酬であり、在任期間中に株式を
実際に保有することで、株式報酬が目指している株主として保有という目的を直接的かつ
強力に実現するものであります。
　なお、本株式報酬の決定については、指名・報酬委員会の答申を受けた取締役会が定め
た報酬方針・手続きに則り、既定のテーブルに基づき決定しております。
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区分 氏名 主な活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役
(監査等委員) 安井　宏樹

当事業年度開催の取締役会(14回)及び監査等委員会(12回)の全てに出席し、
取締役会の意思決定の適正性・妥当性を確保するための質問、助言を行ってお
ります。また、常勤の監査等委員である取締役として、他の取締役からの聴
取、代表取締役との意見交換、事業所・子会社の往査なども行っております。

取締役
(監査等委員) 本村　健

就任後の当事業年度開催の取締役会(14回)及び監査等委員会(12回)の全てに
出席し、弁護士としての専門知識と他の企業における取締役及び監査役として
培ってきた豊富な経験・見識から、取締役会の意思決定の適正性・妥当性を確
保するための質問・助言を適宜行っております。

⑥ 非金銭報酬等の内容
　取締役が株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、企業価値の持続的向
上を図るため、取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。
　当該株式報酬の内容及びその交付状況は前記⑤及び２．会社の株式に関する事項に記載
のとおりです。

(5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等との兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
　各社外役員の重要な兼職先と当社との関係は、前記(1)「取締役の状況」に記載のとお
りです。

② 当事業年度における主な活動状況

③ 責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役安井宏樹氏及び本村健氏との間において、会社法第427条第１項並
びに定款第33条の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締
結しております。
　会社法第423条第１項の損害責任について、責任の限度額は、法令が規定する額として
おります。
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４．会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の名称　　　　保森監査法人
(2) 会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 35,000千円
② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

35,000千円
1. 監査等委員会は、会計監査人から、当年度の事業年度の監査日数、人員配置など監査計画の説明

を受け、前年度の実績と評価、当年度の会計監査人の監査の相当性、報酬の前提となる見積もり
の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬額について同意いたしました。

2. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の金額にはこれ
らの合計額を記載しております。

3. 上記以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬として2,000千円を支払いしております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した
場合は、監査等委員会で審議し、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役
会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人の解任を検討いたします。
　会計監査人を解任した場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集され
る株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

　

18,145,109
3,884,169
14,914

7,658,924
308,407
299,258
631,445
4,092,246
1,119,511
140,210
△3,977

5,504,853
3,050,254
884,627
33,997
587,584
1,312,178
228,420
3,445

675,597
652,248
23,348

1,779,000
664,452
2,657

832,476
280,119
△704　

流 動 負 債 11,380,087
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,393,405
電 子 記 録 債 務 130,875
短 期 借 入 金 4,830,000
１年内返済予定の長期借入金 54,756
リ ー ス 債 務 40,918
未 払 金 1,296,155
未 払 法 人 税 等 260,737
未 払 消 費 税 等 217,387
賞 与 引 当 金 1,205,554
役 員 賞 与 引 当 金 20,448
工 事 損 失 引 当 金 358,708
資 産 除 去 債 務 1,761
そ の 他 569,380

固 定 負 債 3,381,240
長 期 借 入 金 393,598
リ ー ス 債 務 210,903
長 期 未 払 金 39,046
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 41,235
退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,611,302
資 産 除 去 債 務 84,781
そ の 他 373

負 債 合 計 14,761,327
純 資 産 の 部

株 主 資 本 6,904,000
資 本 金 2,708,389
資 本 剰 余 金 1,401,317
利 益 剰 余 金 3,273,820
自 己 株 式 △479,526

その他の包括利益累計額 149,730
その他有価証券評価差額金 259,780
退職給付に係る調整累計額 △110,050

非 支 配 株 主 持 分 1,834,904
純 資 産 合 計 8,888,635

資 産 合 計 23,649,963 負 債 純 資 産 合 計 23,649,963

連 結 貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在）

（単位：千円）
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（2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで）

科 目 金 額
売 上 高 29,046,192
売 上 原 価 23,277,781

売 上 総 利 益 5,768,411
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,283,957

営 業 利 益 1,484,454
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 13,639
雑 収 益 65,084 78,724

営 業 外 費 用
支 払 利 息 109,952
雑 損 失 23,661 133,614

経 常 利 益 1,429,563
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,429,563

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 346,249
法 人 税 等 調 整 額 △166,363 179,885

当 期 純 利 益 1,249,677
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 199,746

親会社株主に帰属する当期純利益 1,049,930

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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保森監査法人
東京都　千代田区

代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 二 木 　 健 一
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 広 部 　 岳 彦

独立監査人の監査報告書
２０２５年５月２１日

大 井 電 気 株 式 会 社
取締役会　　御　中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、大井電気株式会社の２０２４年４月１日から２
０２５年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、大井電気株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

会計監査人の監査報告書　謄本
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作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
　監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上

－ 48 －



資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
製 品
半 製 品
材 料
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

11,947,898
2,163,111

7,173
290,273
4,085,840
29,073
499,395
1,043,110
3,687,986
13,315
4,064
46,913
76,760
1,622
△743

3,545,918
2,073,380
724,506
40,269
33,997

0
556,988
485,752
228,420
3,445

654,763
630,772
23,990
817,775
268,635
168,025
20,567
328,005
32,539　

流 動 負 債 8,658,008
電 子 記 録 債 務 130,875
買 掛 金 2,035,116
短 期 借 入 金 5,000,000
１年内返済予定の長期借入金 54,756
リ ー ス 債 務 40,918
未 払 金 311,373
未 払 費 用 250,571
未 払 法 人 税 等 93,757
未 払 消 費 税 等 58,145
前 受 金 65,307
預 り 金 15,033
賞 与 引 当 金 538,212
役 員 賞 与 引 当 金 6,640
工 事 損 失 引 当 金 55,000
資 産 除 去 債 務 1,761
そ の 他 540

固 定 負 債 2,503,753
長 期 借 入 金 393,598
リ ー ス 債 務 210,903
退 職 給 付 引 当 金 1,775,424
長 期 未 払 金 39,046
資 産 除 去 債 務 84,781

負 債 合 計 11,161,761
純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,197,554
資 本 金 2,708,389
資 本 剰 余 金 1,442,759
資 本 準 備 金 1,442,759
利 益 剰 余 金 525,932
その他利益剰余金 525,932
繰 越 利 益 剰 余 金 525,932
自 己 株 式 △479,526
評 価 ・ 換 算 差 額 等 134,500
その他有価証券評価差額金 134,500
純 資 産 合 計 4,332,055

資 産 合 計 15,493,817 負 債 純 資 産 合 計 15,493,817

貸　借　対　照　表
（2025年３月31日現在）

（単位：千円）
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（2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで ）

科 目 金 額
売 上 高 16,904,641
売 上 原 価 12,819,281

売 上 総 利 益 4,085,359
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,260,944

営 業 利 益 824,414
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 36,651
雑 収 益 76,388 113,039

営 業 外 費 用
支 払 利 息 112,182
雑 損 失 20,596 132,779

経 常 利 益 804,675
税 引 前 当 期 純 利 益 804,675

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 76,212
法 人 税 等 調 整 額 △103,003 △26,790

当 期 純 利 益 831,466

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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保森監査法人
東京都　千代田区

代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 二 木 　 健 一
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 広 部 　 岳 彦

独立監査人の監査報告書
２０２５年５月２１日

大 井 電 気 株 式 会 社
取締役会　　御　中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、大井電気株式会社の２０２４年４月１日
から２０２５年３月３１日までの第１０１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告書　謄本
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第101期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしまし
た。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき
整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、重点監査項目等を定めた監査計
画を策定し、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所について業務及び財産の状況を調
査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子
会社から事業の報告を受けました。

②事業報告の一部として当社ウェブサイトに記載されている会社法施行規則第118条第３号イの株式会社の支配に関する基本方
針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ
とを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④ 事業報告の一部として当社ウェブサイトに記載されている株式会社の支配に関する基本方針は相当であると認めます。当

該ウェブサイトに記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当
社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人保森監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人保森監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月26日
大 井 電 気 株 式 会 社 監 査 等 委 員 会
常勤監査等委員 藤  井 　 正  人 ㊞
常勤社外監査等委員 安  井 　 宏  樹 ㊞
社外監査等委員 本 村 　 健 ㊞

　

監査等委員会の監査報告書　謄本

以　上
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展示会出展情報
IoT・エッジコンピューティングEXPO（JapanITWeek春）

　2025年４月23日（水）～25日（金）の３日間、東京ビ
ッグサイトで開催されました『IoT・エッジコンピューテ
ィングEXPO（JapanITWeek春）』に出展いたしまし
た。
　ブースでは、IoT/LPWA機器の各種ソリューション事例
をご紹介するとともに、開閉状況監視システムのデモをは
じめとする実機を展示した結果、多くのご来場者様から興
味・関心の声を頂きました。
　今後も展示会を通じて各種製品や保有技術のPRを行い、
販路の拡大及び新たな販路の開拓に努めてまいる所存で
す。

今後の出展予定
つくばフォーラム ※開催済

2025年5月15日(木)～16日(金)
NTT筑波研究開発センタ

鉄道技術展
2025年11月26日(水)～29日(土)

幕張メッセ

IoT・エッジコンピューティングEXPO
2025年11月19日(水)～21日(金)

インテックス大阪

COMNEXT
2025年7月30日(水)～8月1日(金)

東京ビッグサイト

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

2025年
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株主総会会場ご案内図

団地 団地
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横浜銀行横浜銀行至第三京浜
港北インター
至第三京浜
港北インター

横浜線

新
幹
線

至東神奈川

一方通行

サミットサミット

株主総会会場

新横浜
プリンス
ホテル

新横浜
プリンス
ホテル

至渋谷

至横浜

横浜アリーナ横浜アリーナ

新
横
浜

至東京

大豆戸交差点
大豆戸地域
ケアプラザ入口
大豆戸地域
ケアプラザ入口

JR横浜線／東急東横線
菊名駅より徒歩７分

お車の場合は大豆戸交差点より
新横浜方向２つ目の信号を
左折してください。


